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	（別添２）食料品の物価高騰に対する特別加算について
	スライド番号 1

	③地方公共団体向けQ＆A（食料品特別加算に係る記載を抜粋）
	食料品の価格高騰に対する特別加算について（市区町村限定）
	１　特別加算に係る事業内容は、他の推奨事業メニュー同様、地方公共団体の裁量に委ねるものか。
	２　特別加算の支援対象や支援方法などに何か制限はあるか。
	３　特別加算における食料品の物価高騰に対する支援は、国民１人当たり3,000円といった規模感が示されているが、一律に給付することが求められるのか。
	４　商品券等の配布により実施する事業を実施する場合に、特別加算の経費として認められるためには、商品券等の対象を食料品に限定しなければいけないのか。
	５　特別加算は全体の内数として記載されているが、特別加算分の交付限度額を超えて食料品支援事業を実施することは可能か。
	６　今般の経済対策が打ち出される前に、生活者に対する食料品の物価高騰に対する支援を目的とした事業を実施しているが、今般の重点支援地方交付金の拡充の対象となるか。
	７　特別加算分の交付限度額は、食料品の物価高騰の目的以外での活用は可能か。
	８　特別加算について、市区町村に限定されているが、都道府県も食料品の物価高騰に対する支援事業を実施することは可能か。
	９　本特別加算の支援対象者等の選定にあたり、目安となる全国で共有の国の基準日は設けられるのか。



